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はじめに 

○ 平成 30年度介護報酬改定等の内容は、今後、厚生労働省より省令・告示・通知等で正式に

示されることになります。本日は、その概要（案）を説明します。詳細については、省令・

告示・通知等を御参照ください。 

○ 資料は、平成３０年１月２６日に開催された「第１５８回 社会保障審議会給付費分科会」

の資料のうち各サービスに関係するページを抜粋しています（平成３０年３月６日に開催さ

れた「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」資料と同様の内容であると確認済み。）。 

○ 正式な省令・告示・通知等は、厚生労働省の通知発出後に以下のホームページに掲載予定で

す。また、新たにＱ＆Ａ等が発出された場合も、同じく掲載予定ですので、随時、更新内容

の確認をお願いします。 

 

 

 

 

     

 

平成３０年度介護報酬改定等説明会資料 

【夜間対応型訪問介護】 

 

熊本県ＨＰ※＞健康・福祉＞介護＞介護サービス事業所＞報酬改定 

※熊本県ＨＰ http://www.pref.kumamoto.jp/ 

 

熊本市ＨＰ※＞分類から探す＞しごと・産業・事業者向け＞届出・証明・法令・規制 

＞介護・福祉＞介護報酬改定 

※熊本市ＨＰ http://www.city.kumamoto.jp/ 

平成３０年３月 

熊本県健康福祉部長寿社会局認知症対策・地域ケア推進課  

熊本市健康福祉局福祉部高齢介護福祉課 

 

 



 
 

 

 

１ 平成３０年度介護報酬改定の概要(案)                   
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２ 介護報酬算定に係る概要                                        

 

基本報酬（見直し） 

 

夜間対応型訪問介護（Ⅰ） 

 

基本夜間対応型訪問介護費 

（１月につき） 

 旧（現行）  平成 30 年 4 月から 

 ９８１単位  １,００９単位 

       

定期巡回サービス費 

（１回につき） 

 旧（現行）  平成 30 年 4 月から 

 ３６８単位  ３７８単位 

        
随時訪問サービス費（Ⅰ） 

（１回につき） 

 旧（現行）  平成 30 年 4 月から 

 ５６０単位  ５７６単位 

        

随時訪問サービス費（Ⅱ） 

（１回につき） 

 旧（現行）  平成 30 年 4 月から 

 ７５４単位  ７７５単位 

 

 

夜間対応型訪問介護（Ⅱ） 
 旧（現行）  平成 30 年 4 月から 

 ２,６６７単位  ２,７４２単位 
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同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬について以下の見直しを行う。 

その際、減算を受けている者と、減算を受けていない者との公平性の観点から、減

算を受けている者の区分支給限度基準額を計算する際には、減算前の単位数を用いる

こととする。なお、いずれの場合も有料老人ホーム等※１以外の建物も対象とする。 

（※1…養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅） 

 

＜現行＞ 

減算等の内容 算定要件 

１０％減算 

① 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住す

る者 

② 上記以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建物に居住す

る利用者の人数が１月あたり２０人以上の場合） 

 

＜改定後＞ 

減算等の内容 算定要件 

①・③ 
１０％減算 
 

② 

１５％減算 

① 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住す

る者 

② 上記の条件に加え、当該建物に居住する利用者の人数が１月あた

り５０人以上の場合 

③ 上記①以外の範囲に所在する建物に居住する者（当該建物に居住

する利用者の人数が１月あたり２０人以上の場合） 

 

 

 

 

介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）については、要件の一部を満たさな

い事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、

当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃止することと

する。その際、一定の経過措置期間を設けることとする。 

※詳細は、共通編で説明 

 

同一建物等居住者にサービス提供する場合の報酬（見直し） 

介護職員処遇改善加算（見直し） 

※４月の報酬算定に係る届出の提出期限：平成３０年４月１日（当日消印有効） 
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Ⅰ　指定地域密着型サービス介護給付費単位数の算定構造

１　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費

注 注 注 注 注 注 注 注 注

准看護師に
よりサービス
提供が行わ
れる場合

通所サービ
ス利用時の
調整
（1日につき）

事業所と同
一建物の利
用者にサー
ビスを行う場
合

特別地域定
期巡回・随
時対応型訪
問介護看護
加算

中山間地域
等における
小規模事業
所加算

中山間地域
等に居住す
る者への
サービス提
供加算

緊急時訪問
看護加算

特別管理加
算

ターミナルケ
ア加算

要介護１ （ ５，６６６ 単位） －６２単位

要介護２ （ １０，１１４ 単位） －１１１単位

要介護３ （ １６，７９３ 単位） －１８４単位

要介護４ （ ２１，２４２ 単位） －２３３単位

要介護５ （ ２５，６９０ 単位） －２８１単位

要介護１ （ ８，２６７ 単位） －９１単位

要介護２ （ １２，９１５ 単位） －１４１単位

要介護３ （ １９，７１４ 単位） －２１６単位

要介護４ （ ２４，３０２ 単位） －２６６単位

要介護５ （ ２９，４４１ 単位） －３２２単位

要介護１ （ ５，６６６ 単位） －６２単位

要介護２ （ １０，１１４ 単位） －１１１単位

要介護３ （ １６，７９３ 単位） －１８４単位

要介護４ （ ２１，２４２ 単位） －２３３単位

要介護５ （ ２５，６９０ 単位） －２８１単位

基本部分

イ　定期巡回・随時
　対応型訪問介護
　看護費（Ⅰ）
　　(1月につき）

（１）訪問看護サービスを行わない場合

事業所と同
一建物の利
用者にサー
ビスを行う場

合
１月につき

－６００単位

事業所と同
一建物の利
用者50人以
上にサービ
スを行う場

合
１月につき

－９００単位

＋１５／１００ ＋１０／１００×９８／１００
１月につき

＋３１５単位

１月につき
（Ⅰ）の場合
＋５００単位

又は
（Ⅱ）の場合
＋２５０単位

死亡日及び
死亡日前

14日以内に
2日以上
ターミナル
ケアを行っ

た場合
＋２，０００

単位

ロ　定期巡回・随時対応型訪問介護看護費（Ⅱ）
　　(1月につき）

＋５／１００（２）訪問看護サービスを行う場合

ハ　初期加算                                               　　　　　　　　　　　　　　　　　（１日につき　　＋３０単位）

ニ　退院時共同指導加算
　　一体型定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所であって訪問看護サービスが必要な者のみ
    算定可能
　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                （１回につき　＋６００単位）

ホ　総合マネジメント体制強化加算　          　　　　　　　　　　              （１月につき　１，０００単位を加算）

へ　生活機能向上連携加算

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）
　　（１月につき　＋１００単位）

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）
　　（１月につき　＋２００単位）

ト　サービス提供体制強化加算

（１）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ
     　　　                                   　  （１月につき　＋６４０単位）

（２）　サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ
     　　　                                   　  （１月につき　＋５００単位）

（３）　サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
     　                                   　　　  （１月につき　＋３５０単位）

（４）　サービス提供体制強化加算（Ⅲ）
     　　　                                   　　（１月につき　＋３５０単位）

　：　「事業所と同一建物の利用者にサービスを行う場合」、「特別地域定期巡回・随時対応型訪問介護看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、
　　　「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」、「総合マネジメント体制強化加算」、「サービス提供体制強化加算」及び「介護職員処遇改善加算」については、支給限度額管理の対象外の算定項目

チ　介護職員処遇改善加算

（１）　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×１３７／１０００

注
所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

（２）　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×１００／１０００

（３）　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）
　　　　　（1月につき　＋所定単位×５５／１０００）

（４）　介護職員処遇改善加算（Ⅳ）
　　　　　（1月につき　＋（３）の９０／１００）

（５）　介護職員処遇改善加算（Ⅴ）
　　　　　（1月につき　＋（３）の８０／１００）

[脚注]
１．単位数算定記号の説明

＋○○単位 ⇒ 所定単位数 ＋ ○○単位
－○○単位 ⇒ 所定単位数 － ○○単位
×○○／１００ ⇒ 所定単位数 × ○○／１００
＋○○／１００ ⇒ 所定単位数 ＋ 所定単位数×○○／１００

[脚注]
１．単位数算定記号の説明

＋○○単位 ⇒ 所定単位数 ＋ ○○単位
－○○単位 ⇒ 所定単位数 － ○○単位
×○○／１００ ⇒ 所定単位数 × ○○／１００
＋○○／１００ ⇒ 所定単位数 ＋ 所定単位数×○○／１００

地域　16

c0166181
長方形

c0166181
3　算定構造

c0087305
テキストボックス
6 



５ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(案)                   

 

   （
別

紙
１

－
３

）

事
 業

 所
 番

 号

施
設

等
の

区
分

人
員

配
置

区
分

地
域

区
分

特
別

地
域

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
地

域
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

中
山

間
地

域
等

に
お

け
る

小
規

模
事

業
所

加
算

（
規

模
に

関
す

る
状

況
）

１
　

非
該

当
　

２
　

該
当

緊
急

時
訪

問
看

護
加

算
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

特
別

管
理

体
制

１
　

対
応

不
可

　
２

　
対

応
可

タ
ー

ミ
ナ

ル
ケ

ア
体

制
１

　
な

し
　

２
　

あ
り

総
合

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

体
制

強
化

加
算

１
　

な
し

　
２

　
あ

り

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

強
化

加
算

１
　

な
し

　
５

　
加

算
Ⅰ

イ
　

２
　

加
算

Ⅰ
ロ

　
３

　
加

算
Ⅱ

　
４

　
加

算
Ⅲ

介
護

職
員

処
遇

改
善

加
算

76
定

期
巡

回
・

随
時

対
応

型
訪

問
介

護
看

護

１
　

一
体

型

２
　

連
携

型

１
　

な
し

　
６

　
加

算
Ⅰ

　
５

　
加

算
Ⅱ

　
２

　
加

算
Ⅲ

　
３

　
加

算
Ⅳ

　
４

　
加

算
Ⅴ

介
 護

 給
 付

 費
 算

 定
 に

 係
 る

 体
 制

 等
 状

 況
 一

 覧
 表

 （
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

・
地

域
密

着
型

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

）

提
供

サ
ー

ビ
ス

そ
　

 　
　

の
　

 　
　

他
　

　
 　

該
　

　
 　

当
　

　
 　

す
 　

　
　

る
 　

　
　

体
 　

　
　

制
 　

　
　

等
割

 引

各
サ

ー
ビ

ス
共

通
１

　
１

級
地

　
　

６
　

２
級

地
　

　
７

　
３

級
地

　
　

２
　

４
級

地
　

　
３

　
５

級
地

４
　

６
級

地
　

　
９

　
７

級
地

　
　

５
　

そ
の

他
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